
奈
良
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
五
号

奈
良
県
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
五
号
）
第
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
奈
良
県
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
研
修
施
設
（
研
修
棟
）
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り

指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

吉

田

育

弘

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

橿
原
市
醍
醐
町
二
九
六
番
地
の
一

ア
ス
カ
美
装
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森
脇

大
統

二

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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